
障害者・介護保険要支援・要介護等の人の移動支援の確立を求める意見書 

 

2011 年に改正障害者基本法が制定された。同法第 1 条には「全ての国民が、障害の有

無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及

び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責

務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本と

なる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総

合的かつ計画的に推進することを目的とする。」と定めている。しかし、法制定後 12年を

経過した現在においても、ハンディのある人の移動支援については法制度化されていな

い。 

また、2000 年から施行された介護保険法においても要支援・要介護の人の移動は自動

車移動に対する支援メニューはない。 

移動は生活の自立及び社会参加の基本的な手段である。よって、以下確立することを求

める。 

 

記 

 

１ 障害のある人、介護保険要支援、要介護等の人にはその人固有のハンディに即した

様々な交通機関による移動支援が必要である。国は移動に対してハンディのある人に

対する合理的配慮として、移動支援を早期に確立すること 

２ 障害のある人、介護保険要支援、要介護等の人の移動支援は負担の少ない金額とする

こと 

３ 障害のある人、介護保険要支援・要介護等の人の移動支援については、専門的な配慮

が必要であるため、それぞれの障害特性にあった支援ができる人材を育成すること 

 

以上、地方自治法第９９条により意見書を提出する。 

 

令和６年６月１２日 

 

    埼玉県比企郡嵐山町議会議長  森 一人      
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衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 


